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２
０
２
６
年
５
月
か
ら
、
引
越
し

な
ど
に
よ
る
電
気
の
使
用
は
、
電
力

会
社
へ
の
使
用
開
始
手
続
き
後
に
ほ

く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
通
電

（
遠
隔
操
作
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

電
気
の
使
用
が
決
ま
っ
た
ら
電
力

会
社
へ
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
。

ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱
八
雲

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０-

06-

０
９
１
３

　

（
ガ
イ
ダ
ン
ス
５
）

　

人
事
院
・
厚
生
労
働
省
を
試
験
機

関
と
し
て
毎
年
実
施
し
て
い
る
労
働

基
準
監
督
官
採
用
試
験
に
つ
い
て
、

２
０
２
６
年
度
は
左
記
の
と
お
り
実

施
さ
れ
ま
す
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間
】

２
０
２
６
年
２
月
19
日
（
木
）

～
３
月
23
日
（
月
）［
受
信
有
効
］
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s
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o
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u
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u
k
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_

daisotu.html

【
受
験
資
格
】

(1)
１
９
９
６
（
平
成
８)

年
４
月
２

日
～
２
０
０
５
（
平
成
17)

年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
者

(2)
２
０
０
５
（
平
成
17)

年
４
月
２

日
以
降
生
ま
れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る

も
の

①
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）
を

卒
業
し
た
者
及
び
２
０
２
７
（
令
和

９)

年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

北
海
道
労
働
局
総
務
部
総
務
課
人
事

第
一
係

☎
０
１
１-

７
０
９-
２
３
１
１

　

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症

し
、
そ
れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿
ば

く
露
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が

原
因
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
基

づ
く
各
種
保
険
給
付
や
石
綿
に
よ
る

健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を

吸
っ
て
か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を
経

て
発
症
す
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で

す
。
中
皮
腫
な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
が
過
去
に
石
綿
業
務
に
従
事
さ
れ

て
い
た
場
合
に
は
、
労
災
保
険
給
付

等
の
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補

償
課

☎
０
１
１-

７
０
９-

２
３
１
１

　

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院
で

は
、令
和
８
年
度
一
般
入
学
試
験（
Ⅱ

期
）
を
実
施
し
ま
す
。

　

江
差
町
で
看
護
師
を
目
指
し
ま
せ

ん
か
？
高
卒
予
定
者
の
ほ
か
社
会
人

経
験
者
も
対
象
（
年
齢
制
限
な
し
）

で
す
。
ま
だ
間
に
合
い
ま
す
！

【
試
験
日
程
】
令
和
８
年
３
月
18
日

【
試
験
科
目
】
作
文
、
面
接
（
口
頭

試
問
含
む
）

【
出
願
期
間(

消
印
有
効)

】
令
和

８
年
２
月
17
日
～
３
月
11
日

【
募
集
要
項
】
募
集
要
項
及
び
出
願

に
必
要
な
各
書
類
は
、
本
学
院
窓
口

で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使

用
で
き
な
い
場
合
は
、
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

(

道
立
江
差
病
院
、
道
立
江
差
高
等

学
校
隣
り)       

☎
０
１
３
９-

５
２-

１
４
１
７

FAX
０
１
３
９-

５
２-

４
３
９
０

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

■新たな年を迎えまして早くも１か
月を過ぎようとしています。皆様、
どうお過ごしでしょうか。今月は、
実はあまり知られていない裁判の
ルールについてご紹介します。
■裁判所へ手続を申し立てる際、裁
判手続を利用されたことのない方で
あれば、どこの裁判所に申し立てる
べきかわからないことが多いと思い
ます。ひとくちに「裁判所」といっ
ても、地方裁判所、家庭裁判所、簡
易裁判所、高等裁判所、そしてニュー
スや新聞でよく聞かれる最高裁判所
と様々な種類があります。
　裁判所では、一番近い裁判所へ申
立てをすればよいというようなルール
にはなっていません。事件の性質や当
事者の住所ごとに申し立てる裁判所が
定まるようにルールを設けています。
■では、どのようなルールになって
いるのでしょうか。まず、様々な種

類の裁判所のうち、新しい事件を受
け付けできる裁判所が決められてい
ます。それは地方裁判所、簡易裁判
所、家庭裁判所になります。高等裁
判所や最高裁判所は、新しい事件で
はなく、すでに審理がなされた事件
について、その審理・判断が正し
かったのかどうかを決める裁判所に
なります。このような裁判を「控訴
審」や「上告審」と呼びます。
■続いて家庭裁判所は、離婚・遺産
分割調停や離婚訴訟といったいわゆ
る家事事件と呼ばれる事件類型を取
り扱う裁判所となります。裁判所を
利用した離婚の話し合いをしたい場
合は、家庭裁判所に調停を申し立て
ることになります。
■そして、地方裁判所、簡易裁判所
が、その他の一般の民事事件を取り
扱う裁判所です。訴訟の金額が少額
であれば、簡易裁判所で審理する
ルールとなっています。
ところで、裁判や調停は、両方の当
事者が手続に参加することになりま
すが、裁判所のルールとして相手方
の住んでいるところにある裁判所へ

申し立てることになっています。例
えば、両当事者が北海道にお住まい
であれば、北海道の裁判所で審理が
できますが、相手方が道外にいる場
合、本州の裁判所で審理することに
なります。もっとも最近では、ウェ
ブ会議や電話会議など裁判のIT化が
進んでおり、本州で審理することに
なっても、道内で裁判手続に参加で
きる制度が整備されています。
■裁判所へ申立てについては、今回
説明したもののほか、例外も多く、
実は弁護士でも悩むことが多いです。
裁判手続を検討されている場合、ぜ
ひ法律相談の活用をご検討ください。
■さて当事務所では、みなさまから
の広く法律相談を承っております。
一定の資力要件を充たす方であれ
ば、３回まで無料の法律相談を承る
こともできます。お気軽にご相談く
ださい。相談予約のお電話は、「法
テラス八雲法律事務所（☎050-
3383-8366）」までお寄せください。

法テラス八雲法律事務所　
         弁護士　菊池和史

法テラス八雲通信法テラス八雲通信
裁判ってどこへ申し立てる？裁判ってどこへ申し立てる？
実は知らない裁判のルール　実は知らない裁判のルール　

２２
2026
FEBRUARY

電
気
ご
使
用
開
始
時
の
通
電
作
業

（
遠
隔
操
作
）
の
ご
案
内

２
０
２
６
年
度
労
働
基
準
監
督
官

採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
、
石
綿
に
よ

る
疾
病
の
労
災
補
償
・
救
済
に
つ
い
て

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

令
和
８
年
度
一
般
入
学
試
験
（
Ⅱ
期
）

午前８時30分から午後５時15分までです。
電話連絡による予約をお願いします。
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日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウの ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

 ～口座振替に関するお知らせ～

　町税【町・道民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自
動車税（種別割）】及び公営住
宅使用料の各税（料）の新規
引落や婚姻等による改姓、納
税者の死亡等により振替口座
が変更となる場合または、納
付方法を変更したい場合は、
毎月15日までに税務住民課課
税収納グループまたは町内の
各金融機関にてお手続きをお
願いいたします。

（ゆうちょ銀行の口座振替は、
直接郵便局にてお手続きをお
願いいたします。）
※ゆうちょ銀行は、手続き完
了まで時間を要すため、各期

（月）の納期限の１ヶ月半前ま
でに郵便局にてお手続きをお
願いいたします。

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…450㎏

　 車いす交換まであと300㎏

今金町社会福祉協議会

※750㎏で車いす一台と交換できます

■令和７年度現在11,875件10,845万2,200円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

12月末現在の情報です。

求人・求職募集中!!

農林振興課では農林業における
求人・求職を募集しております。
今金町農林振興課無料職業紹介所
（グリーンサポートセンター）

冬季における漁船操業時の注意点

閉庁日の死亡届に伴う火葬許可証の交付時間は、
届出をする日の前日又は、当日の２時間前に役場へ

八雲税務署からのお知らせ八雲税務署からのお知らせ

【問合せ】八雲税務署　☎0137-63-2148

【問合せ】瀬棚海上保安署　☎0137-87-2634

　確定申告会場で申告相談を希望される方は、国税庁ＬＩＮＥ公式ア
カウントからのオンライン事前予約が便利ですので、是非ご活用くだ
さい（会場において当日受付も行っておりますが、当日の相談枠には
限りがあります）。
　なお、譲渡所得・贈与税に関する確定申告会場での申告相談に係る
オンライン事前予約は、火曜日は受け付けておりませんので、ご注意
ください。

【会場開設期間】令和８年２月16日（月）から
　　　　　　　 令和８年３月16日（月）まで

【相談受付時間】平日午前９時から午後１時まで
【確定申告会場】�八雲税務署
　　　　　　　 二海郡八雲町相生町108番地８ 八雲地方合同庁舎

確定申告会場での相談の申込みは、オンライン事前予約が便利です！

　種川連合自治会体育振興部と種小ＰＴＡの協力で夜間無料開放が実
施されます！種川住民に限らず、広く町民の皆さまにご利用いただけ
ますので、冬の健康作りにご活用ください！

【期間】１月７日～２月27日の間の（月・水・金）
【時間】19:00 ～ 20:30
　　　 ※�19：45 ～ 20：00まではソリ遊び専用時間
　　　　　（ソリ遊び希望者がいる場合）

種川スキー場　夜間無料開放のお知らせ

※�運行時間は19時～ 20時30分の予定ですが、天候や積雪状況により
変更する場合がございます。また、運行中止の場合は「いまCh.」
にてお知らせします。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

２月 運行日

　冬季における漁船の操業においては、不注意による海中転落や天候
の急変による浸水・転覆海難、暖房器具等による火災発生が予想され
ます。漁業者の皆様におかれましては次のことに注意して、安全に操
業を行いましょう。
・�作業時には、揚網機に着衣が巻き込まれることがないよう、袖口を
締め付け、ロープの輪の中に足を入れないよう注意しましょう。

・�大切な命を守るため、ライフジャケットを常時適切に着用しましょう。
・�最新の気象情報を入手し,天候の悪化が予想されるときは、操業を
早めに切り上げる等、無理をしないようにしましょう。

・暖房器具等の近くに、燃えやすいものを置かないようにしましょう。

LINE公式アカウント


